社会保険労務士法人　大野事務所　モデル協定（2010.7）

再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する労使協定書

　株式会社○○○○と社員代表○○○○は、高年齢者等の雇用の安定に関する法律第９条第２項の規定に基づき、嘱託再雇用制度の適用対象とする者を選定する基準について、次のとおり協定する。

（再雇用基準）

第１条　次の各項目に掲げる基準のいずれにも該当する者について再雇用するものとする。

（１）　定年後も引き続き働く意欲のある者

（２）　心身ともに健康で、直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がない者

（３）　直近５年間に就業規則に定める懲戒処分を受けたことがない者

（４）　直近３年間の勤務評価が「Ｂ」以上であった者

（有効期限）

第２条　本協定の有効期間は平成１８年　４月　１日から平成１９年　３月３１日までの１年とする。ただし、この協定の有効期間満了の１ヶ月前までに、会社または社員のいずれからも異議の申し出がないときは、この協定はさらに１年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成　　年　　月　　日

株式会社　　○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○○○　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社員代表　　○○○○　　　　　印
